
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
第
三
十
七
期
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員
の
補
欠
委
員
の
推
薦　
　
　
　
　

（
労
働
雇
用
課
）　

一

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

四

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

　
　

公　
　

告

○
熊
本
県
病
院
事
業
業
務
状
況
の
公
表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
福
祉
政
策
課
）　

五

○
ふ
る
さ
と
熊
本
の
樹
木
の
登
録
解
除　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
保
護
課
）　

九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

九

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）　

九

○
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置
の
一
般
競
争
入
札
の
実
施　
　
　
　
　

（
生
活
衛
生
課
）
一
〇

　
　

登　

載　

依　

頼

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
裁
決
手
続
開
始
決
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
用
委
員
会
）
一
一

熊
本
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号

　

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
十
二
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
三
十
七
期
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員
の
補
欠
委
員
を
任
命
す
る
た
め
、

労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
よ
り
労
働
者
委
員
の
推
薦
を
求
め
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

推
薦
す
る
者
の
資
格

　
　

熊
本
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の

　

当
該
候
補
者
の
推
薦
に
係
る
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
の
認
定
を
得
た
労
働
組
合

二　

推
薦
さ
れ
る
者
の
資
格

　
　

委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
法
第
十
九
条
の
四
の
欠
格
事
項
及
び
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

　

律
第
百
二
十
号
）
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
、
国
会
法
（
昭
和
二

　

十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
等
に
規
定
す
る
兼
職
制
限
又
は
兼
職
禁
止
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

三　

推
薦
期
間

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
ま
で

四　

推
薦
に
必
要
な
書
類

　

１　

推
薦
書

　

２　

法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
に
適
合
す
る
旨
の
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
の
証
明
書

　
　
　

な
お
、
証
明
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
類
を
で
き
る
だ
け
平
成
十
四
年
一
月
八
日
ま
で
に
熊

　
　

本
県
地
方
労
働
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

労
働
組
合
資
格
審
査
申
請
書

（一）

　
　
　
　

労
働
組
合
規
約
（
選
挙
規
程
及
び
会
計
規
程
を
含
む
。
）

（二）

　
　
　
　

労
働
協
約
（
覚
書
及
び
協
定
書
を
含
む
。
）
の
写
し

（三）

　
　
　
　

役
員
名
簿

（四）

　
　
　
　

会
社
（
事
業
所
）
の
組
織
表
（
係
別
従
業
員
数
を
記
入
）

（五）

　
　
　
　

調
査
表

（六）

　
　
　
　

会
計
報
告
書
、
事
務
分
掌
規
定
等

（七）

五　

推
薦
方
法

　
　

四
の
推
薦
に
必
要
な
書
類
の
う
ち
、
推
薦
書
、
労
働
組
合
資
格
審
査
申
請
書
は
、
熊
本
県
労
働
雇
用

　

課
、
熊
本
県
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
熊
本
県
地
方
労
働
委
員
会
に
備
え
付
け
て
あ
る
の
で
、
直

　

接
請
求
す
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
推
薦
書
、
四
の
二
の
証
明
書
は
、
熊
本
県
労
働
雇
用
課
、
熊
本
県
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

　

の
い
ず
れ
か
に
提
出
す
る
こ
と
。

六　

推
薦
書
等
の
様
式

　
　

別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
二
号
様
式
と
す
る
。
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示
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熊
本
県
告
示
第
九
百
三
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

熊
本
県
告
示
第
九
百
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

熊
本
県
告
示
第
九
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

平成13年12月 7日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  7  6号 4

道
路の種

類
一
般

国
道

主
要

地
方

道〃

路

線

名

二
六
六
号

本

渡

苓

北

線

本

渡

五

和

線

区

域

変

更

す

る

区

間

宇
土
郡
不
知
火
町
大
字
松
合
字
救
ノ
浦

　
　
　
　
　
　

二
八
一
六
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

二
五
四
一
番
二
地
先
ま
で

本
渡
市
本
町
大
字
本
字
萬
所

　
　
　
　
　
　

三
八
六
四
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

三
八
六
〇
番
一
地
先
ま
で

本
渡
市
本
町
大
字
下
河
内
字
後
ノ
迫

　
　
　
　
　
　

一
六
八
五
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
草
積

　
　
　
　
　
　

一
七
〇
一
番
三
地
先
ま
で

前　後前後前後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

三
二
・
〇

　
　

〜

　

三
八
・
〇

三
五
・
〇

　
　

〜

　

五
一
・
〇

　

五
・
六

　
　

〜

　
　

九
・
四

　

六
・
四

　
　

〜

　

一
四
・
六

一
一
・
五

　
　

〜

　

二
三
・
〇

一
一
・
五

　
　

〜

　

二
七
・
〇

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
一
・
〇

五
一
・
〇

七
五
・
〇

七
五
・
〇

一
一
〇
・
〇

一
一
〇
・
〇

備

考

区

域

編

入

交
安
施

単
道
改

道
路の種

類
主
要

地
方

道　

路

線

名

熊

本

菊

鹿

線

区

域

変

更

す

る

区

間

菊
池
郡
七
城
町
大
字
林
原
字
川
原

　
　
　
　
　
　
　

九
七
六
番
六
地
先
か
ら

同　
　

所　
　

大
字
高
島
字
島
の
上

　
　
　
　
　
　
　

五
六
七
番
二
地
先
ま
で

前　後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
〇

　
　

〜

　

二
七
・
〇

七
・
〇

〜
二
七
・
〇

八
・
〇

〜
五
八
・
〇

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
六
三
・
〇

二
六
三
・
〇

七
九
一
・
〇

備

考

単
道
改

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路

線

名

熊

本

菊

鹿

線

供

用

開

始

す

る

区

間

菊
池
郡
七
城
町
大
字
林
原
字
川
原

　
　
　
　
　
　

九
七
六
番
六
地
先
か
ら

同　
　

所　
　

大
字
高
島
字
島
の
上

　
　
　
　
　
　

五
六
七
番
二
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
九
一
・
〇

備　
　

考

単

道

改



熊
本
県
公
告
第
八
百
十
六
号

　

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
熊
本
県
病
院
事
業
の
業
務
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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告


